
品川区防災ポータルおよび防災アプリ広告掲載取扱要綱 

制定 令和８年３月６日 区長決定 

要綱第５７号 

 

（趣旨）  

第 1条 この要綱は、品川区（以下「区」という。）が管理する防災ポータル

および防災アプリに広告を掲載することについて、必要な事項を定めるもの

とする。  

（広告の種類および範囲）  

第２条 区長は、区民の生活に密着した公益性・公共性を有する情報を防災ポ

ータルおよび防災アプリにバナー広告として掲載することができる。ただ

し、次に掲げる情報はこの限りでない。  

⑴ 区の防災ポータルおよび防災アプリの公共性および品位を損なうおそれ 

があるもの。  

⑵ 風俗営業取締法（昭和２３年法律第１２２号）第 1条に掲げる営業に該 

当するもの。  

⑶ 政治活動、宗教活動、意見広告または個人的宣伝に係るもの。 

⑷ 公序良俗に反するもの。  

⑸ その他、区長が防災ポータルおよび防災アプリに掲載する広告として適 

当でないと認められるもの。 

（広告掲載の位置）  

第３条 広告の掲載は、区防災ポータルおよび防災アプリのトップページと

し、その位置は区長が指定する。  

（広告の規格および掲載料）  

第４条 広告の１枠あたりの規格は、次のとおりとする。  

⑴ 防災ポータル 

天地３５０ピクセル、左右１２０ピクセル（提出する規格は天地７００ピ 

クセル、左右２４０ピクセル） 

  ファイルサイズ ５０キロバイト以内、  

ファイル形式 ＰＮＧ形式またはＪＰＧ形式 

⑵ 防災アプリ（大） 

天地３６０ピクセル、左右９０ピクセル 

ファイル形式 ベクター形式 

⑶ 防災アプリ（小） 

天地１７５ピクセル、左右９０ピクセル 

ファイル形式 ベクター形式 



第５条 広告の掲載料は、次のとおりとする。 

⑴ 防災ポータル   １枠につき、月額１万円 

⑵ 防災アプリ（大） １枠につき、月額５千円 

⑶ 防災アプリ（小） １枠につき、月額３千円 

 （広告の掲載期間）  

第６条 広告の掲載期間は月初から３ヶ月とし、申し出がない限り自動更新す

るものとする。 

２ 広告掲載期間中、区の都合により防災ポータルおよび防災アプリを閉鎖し

た時は、その時間に応じ、次のとおり掲載期間を延長することができる。 

⑴ １時間以上２４時間以内   １日  

⑵ ２４時間を超え４８時間以内 ２日 

⑶ ４８時間を越え７２時間以内 ３日 

⑷ ７２時間を越えたとき     閉鎖した日数＋１日 

（広告の掲載申込み）  

第７条 防災ポータルおよび防災アプリに広告を掲載しようとする者（以下

「掲載申込者」という。）は、広告掲載申込書（別記第１号様式）を区長へ

提出しなければならない。  

（広告の掲載決定等）  

第８条 区長は、前条の規定に基づき、申込みがあったときは、速やかに審査

のうえ広告掲載の可否を決定する。 

２ 前項の規定に基づき、広告掲載の決定をしたときは広告掲載決定通知書

（別記第２号様式）により、掲載できないと決定したときは通知書（別記第

３号様式）により掲載申込者に通知するものとする。  

３ 前項の規定に基づく掲載決定の通知を受けた掲載申込者（以下「広告主」

という。）は、区の指定する方法により広告原稿を作成し、区が指定した期

日までに提出するものとし、その作成経費は、広告主の負担とする。  

（広告の解約） 

第９条 広告の掲載を解約する場合は１ヶ月前の１０日までに申し出ること。

解約月の日割り計算は行わない。 

２ 防災ポータルおよび防災アプリの広告を解約しようとする者は、広告解約

申込書（別記第４号様式）を区長へ提出しなければならない。 

（広告掲載料の納入）  

第１０条 広告主は区の指定する期日までに、第４条に定める広告掲載料の３

ヶ月分を一括して前納するものとする。ただし、区長が特に必要があると認

めたときは、この限りでない。  

（広告掲載料の返還）  



第１１条 既納の広告掲載料は返還しない。ただし、広告主の責によらない理

由により掲載する ことができなかったときまたは第１３条の規定に基づき

掲載の決定を取り消したときは、その一部または全部を還付することができ

る。  

（広告主の責任）  

第１２条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。  

（広告掲載の取消し）  

第１３条 区長は、次の各号の一に該当するときは、掲載の決定を取消すこと

ができる。 

⑴ 防災ポータルおよび防災アプリの更新に支障があるとき。 

⑵ この要綱に違反したとき。 

⑶ その他、区長が特に必要があると認めたとき。 

（委任）  

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は防災まちづくり部長が

定める。  

付則 

この要綱は、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1号様式（第７条関係） 

 

年  月  日 

 

品川区長あて 

 

 

申込者 

 

住所                             

会社名・団体名                      

代表者名                          

電話/FAX番号                     

 

担当者                           

連絡先 E-mail     @                          

 

 品川区防災ポータルおよび防災アプリ広告掲載取扱要綱第７条の規定に基づ

き、広告案を添えて下記のとおり申し込みます。 

記 

 

広告の内容 デザイン案を記入または添付してください。 

バナー広告の地色が白や透過の場合、境界線がわからないの

で枠を作成すること。 

 

 

 

リンク先 URL  

掲載希望先 防災ポータル・防災アプリ（大）・防災アプリ（小） 

掲載希望枠数 枠 

掲載希望日 掲載期間は３ヶ月。その後は自動更新。 

 

令和  年  月から 

 

 

 



第２号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

 様 

 

 

品川区長  

 

広告掲載決定通知書 

 

 

  年  月  日付で申込みのあった品川区防災ポータルおよび防災アプ

リの広告掲載について下記のとおりに決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 広告掲載枠数   枠 

２ 広告掲載期間      年  月  日から 

３ 広告掲載料   ￥，－（月額 円×３月分） 

４ 納入方法        年  月  日までに同封の納入通知書により、

指定の場所でお支払いください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３号様式（第８条関係） 

 

    年  月  日 

 

様 

 

 

品川区長  

 

広告非掲載決定通知書 

 

 

 年 月 日付で申込みのあった品川区防災ポータルおよび防災アプリ

の広告掲載について下記のとおりに非掲載を決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 申込広告内容   

 

 

２ 非掲載理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4号様式（第９条関係） 

 

○年○月○日 

 

品川区長あて 

 

 

申込者 

 

住所                             

会社名・団体名                      

代表者名                          

電話/FAX番号                     

 

担当者                           

連絡先 E-mail     @                          

 

 品川区防災ポータルおよび防災アプリ広告掲載取扱要綱第９条の規定に基づ

き、現在掲載中の広告を下記のとおり解約いたします。 

記 

 

解約希望日：令和  年  月  日 

 

 


